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   北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書 

 

今、我が国の労働者は格差社会の中で、ワーキングプアといわれ

るように、働いても生活できない労働者層が増加しています。それ

は、正社員から非正社員へと雇用が転移し、また、有期雇用や短時

間雇用が増えていることに起因しています。 

政府は、昨年度、最低賃金制度による賃金の改定を行い、全国平

均で１４円、北海道で１０円の引き上げが行われました。 

同時に、最低賃金法を改正し、「労働者が健康的で文化的な最低

限度の生活を営むことができる」水準を求めるため、大幅な改正を

行いました。 

しかし、昨年度の地域最賃引き上げが近年にない大幅であったも

のの、全国平均で６７３円、北海道は６５４円となり、全法定労働

時間働いても全国平均では月額１１６，９６７円、年額では１，４

０３，６０９円、北海道では月額１１３，６６５円、年額で１，３

６３，９８２円で、とても「健康で文化的な生活」の水準にはほど

遠いレベルでしかない。 

特に北海道のような非正社員比率が４割になり、低賃金が多い地

域においては、地域の経済の維持と所得税収の確保はもちろん、社

会保障の収入確保と制度の維持の観点からも重要な課題である。 

よって、今年度の地域最低賃金の改定に当たっても、中小企業等

の生産性向上などを考慮しつつ、経済的に自立可能な水準への見直

しを強く要望します。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 

平成２０年６月４日 

 

 



長沼町議会議長  駒 谷 広 栄 
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 厚生労働省北海道労働局長 

 


